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【趣旨】  

本条例の制定の背景、自治のあり方、決意等を明らかにするとともに、

この条例全般にわたる解釈のよりどころとなるものです。  

【解説】  

１段落目は、本市の歴史を再認識し、市民、議会、行政がその誇りを

共有するため史実に触れています。  

織田信長が天下統一を目指しこの地に城を築き、城下町を整備したこ

と、また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」は、本市

の名を歴史にとどめる大きな史実であることを表しています。  

２段落目は、市制施行後の成り立ちに触れています。  

市制が施行されて間もない時期に伊勢湾台風に見舞われ被害を受けま

したが、その復興を契機に、農業依存からの脱却と財政基盤の確立のた

めの工場誘致が進められたこと、また、その後、東名・名神高速道路、

中央自動車道が開通し、名古屋空港と合わせ、交通の要衝としての地の

利を生かし、周辺の人々にも働く場を提供できる活力に満ちた自立性の

高い内陸工業都市に大きな変化を遂げた成り立ちを示し、本市の特性を

表しています。  

３段落目は、条例が必要となった社会的な背景を表しています。  

４段落目は、心豊かな暮らしを実現していくための自治に必要な心構

えを表しています。  

５段落目は、本市に「住んでよかった」、「これからも住み続けたい」

と思えるまちを次世代に引き継いでいくために条例を制定し、みんなで

まちづくりに取り組んでいこうという決意を宣誓しています。  

 

 

 

私 た ち の ま ち 小 牧 市 は 、織 田 信 長 が 小 牧 山 城 築 城 に 伴 い 整 備 し た 城 下 町

を 礎 と し 、ま た 、豊 臣 秀 吉 と 徳 川 家 康 に よ る「 小 牧・長 久 手 の 合 戦 」に よ

り 、 そ の 名 を 歴 史 に と ど め る ま ち で す 。  

小 牧 市 は 、 江 戸 時 代 以 降 、「 小 牧 菜 ど こ ろ 米 ど こ ろ 」 と 言 わ れ た の ど か   

な 田 園 都 市 で し た が 、伊 勢 湾 台 風 に よ る 被 害 か ら の 復 興 を 契 機 に 、内 陸 工

業 都 市 へ と 大 き な 変 化 を 遂 げ 、 発 展 し て き ま し た 。  

今 日 、少 子 高 齢 化 、さ ら に は 、人 口 の 減 少 が 進 む 時 代 の 大 き な 転 換 期 を

迎 え 、 新 た な 自 治 の あ り 方 が 求 め ら れ て い ま す 。  

こ の よ う な 時 代 に 、私 た ち が 心 豊 か に 暮 ら し て い く た め に は 、私 た ち は 、

歴 史 と と も に 積 み 上 げ ら れ た 文 化 や 伝 統 を 大 切 に し な が ら 、 互 い に 信 頼

し 、知 恵 と 力 を 出 し 合 い 、心 を 一 つ に し て 、ま ち づ く り に 関 わ っ て い く 必

要 が あ り ま す 。  

私 た ち は 、先 人 の た ゆ ま ぬ 努 力 と 英 知 に よ っ て 築 か れ て き た こ の ま ち に

愛 着 と 誇 り を 持 ち 、小 牧 市 民 憲 章 に 掲 げ る 理 想 の ま ち を 実 現 し 、次 世 代 へ

し っ か り と 引 き 継 い で い く こ と を 誓 い 、 こ こ に 、 こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。 
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【参考】  

小牧市民憲章は、市制施行３０周年を契機に市民の一人ひとりがある

べき役割、市民のあるべき姿勢及び心構えを集約し、明るいまちづくり

を実現するために、昭和６０年に制定されたものです。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小牧市民憲章  

わたくしたち 小牧市民は、小牧を  

一、健康で生きがいのある  明るいまちにしましょう。  

一、感謝と思いやりのある  あたたかいまちにしましょう。  

一、緑とやすらぎのある  美しいまちにしましょう。  

一、高い文化と教養のある  豊かなまちにしましょう。  

一、希望と働く喜びのある  活気あふれるまちにしましょう。  



 4444 / 19191919 

 

第１章 総則 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

本条例の目的を明らかにするものです。  

【解説】  

自分たちのまちを自分たちでつくっていく市民自治の推進を図ってい

く必要があり、そのために必要となる基本的な事項をみんなのルールと

して、定めることを目的とした条例であることを意味しています。  

また、本市の目指すまちの姿は、昭和６０年以来、浸透し定着してい

る小牧市民憲章に掲げる理想のまちとすることを明らかにしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】  

この条例における用語の意味を定めています。  

【解説】  

(1)市民  

市内の企業や学校、また、そこに通勤、、、、通学する人たち、市民活動団

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、小 牧 市 民 憲 章（ 昭 和 ６ ０ 年 ５ 月 １ ５ 日 制 定 ）に 掲 げ

る 理 想 の ま ち を 実 現 す る た め 、ま ち づ く り の 基 本 理 念 及 び ま ち づ く り の

基 本 原 則 を 明 ら か に し 、本 市 に お け る 自 治 の 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と を

目 的 と し ま す 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ り ま す 。  

(1 ) 市 民  市 内 で 住 み 、 働 き 、 若 し く は 学 ぶ 者 又 は 市 内 で 活 動 し 、 若 し

く は 事 業 を 行 う 個 人 、 法 人 若 し く は 団 体 を い い ま す 。  

(2 ) 議 会  市 議 会 議 員 を も っ て 構 成 さ れ る 本 市 の 議 決 機 関 を い い ま す 。  

(3 ) 行 政  本 市 の 執 行 機 関 （ 市 長 、 教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 公 平

委 員 会 、監 査 委 員 、農 業 委 員 会 及 び 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ）を い い

ま す 。  

(4 ) ま ち づ く り  市 民 の 幸 せ な 暮 ら し を 実 現 し 、魅 力 あ る ま ち を 創 造 す

る あ ら ゆ る 活 動 を い い ま す 。  

(5 ) 市 政  ま ち づ く り の う ち 議 会 及 び 行 政 が 担 う 部 分 を い い ま す 。  

(6 ) 市 民 自 治  市 民 が 自 ら 考 え 、 責 任 を 持 っ て 、 主 体 的 に ま ち づ く り に

関 わ る こ と を い い ま す 。  

(7 ) 協 働  立 場 又 は 特 性 の 違 う も の 同 士 が 、 共 通 の 目 的 を 持 ち 、 そ の 目

的 を 達 成 す る た め に 、そ れ ぞ れ 果 た す べ き 役 割 及 び 責 務 を 認 識 し 、互

い を 尊 重 し な が ら 協 力 す る こ と を い い ま す 。  

(8 ) 地 域  市 内 に 住 む 者 が そ れ ぞ れ 日 常 生 活 を 営 む 一 定 の 範 囲 を い い ま

す 。  
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体、また、そこで活動する人たちなどを含めて、幅広く市民を定義し

ています。  

市民の範囲を広げて定義しているのは、本市に関係する多くの人々が

力を合わせていくことが必要であるという考えによるものです。  

(2)議会  

  選挙によって選ばれた本市の市議会議員をもって構成される議決機関

ということを意味しています。  

(3)行政  

本市の執行機関を行政と定義しています。  

市長が執行する部分と市長から独立して執行する機関があります。  

【参考】  

本市における執行機関は、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会であり、地方自治法第

１８０条の５に示されています。  

(4)まちづくり  

まちづくりには、議会や行政が担うもののほか、地域の美化活動、防

犯パトロール活動、見守り活動などの市民が互いに暮らしやすい地域社

会を実現するための様々な市民の活動があります。  

また、まちづくりには、福祉、教育、文化、スポーツなどの人的要素

が中心の活動のほか、道路工事や施設の建築などのような建設的要素が

中心の活動があり、その両方を意味しています。  

(5)市政  

   市政とは、議会と行政が担う部分のまちづくりであることを意味して

います。  

(6)市民自治  

   自治には、

※

住民自治と

※

団体自治があり、地方の自治はその両方がバ

ランスよく結合していることが理想の姿といわれており、本市では、住

民自治を高めていくことを目指しています。  

本条例の趣旨から、自治を行う主体は、第２条（１）に定義された市

民であることから、住民自治ではなく市民自治という言葉でその意味を

示しています。  

※住民自治とは、自らの地域は住民自らの力と責任で治めてくものであ

るということをいいます。  

※団体自治とは、一つの地方公共団体が他の地方公共団体や国の機関か

ら、干渉を受けず、自立して運営さるものであることをいいます。  

(7)協働  

  まちづくりに関わる一人一人の市民、区（自治会）や老人クラブ等の

地域における自治組織、市民活動団体、事業者、議会、行政などのそれ

ぞれ異なる主体が同じ目的のために、対等な立場で役割分担をし、互い

を尊重しながら、まちづくりに協力し、連携していくことを意味してい

ます。 

(8)地域  

  日頃、支え合いや助け合いなど人と人とのつながりが必要とされる範

囲ということを意味しています。例えば、区（自治会）、小学校区、中

学校区、事業所周辺などを意味しています。 
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【趣旨】 

本条例の位置付けを定めています。 

【解説】 

本条例は、自治に関する基本的な事項を定めるものであり、市民、議

会、行政が行うまちづくりを推進するための計画策定、活動や事業の実

施、改善、また、条例の制定や改廃などにおいて、この条例の趣旨や考

え方を尊重することを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 条 例 の 位 置 付 け ）  

第 ３ 条  市 民 、議 会 及 び 行 政 は 、ま ち づ く り を 推 進 す る に 当 た っ て は 、こ

の 条 例 を 最 大 限 尊 重 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
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第２章 まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

本市のまちづくりの根本に据える『考え方』を定めています。 

【解説】 

市民、議会、行政が、お互いの信頼関係を築くこと、また、、、、協力し合

うことが、市民自治の推進に必要であることを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

小牧市のまちづくりの『進め方』を３つの原則として定めています。 

【解説】 

第１項は、参加と協働の原則です。 

市民自治を進めていくために、全員参加のまちづくりを進めていこう

ということを意味しています。 

第２項は、情報共有の原則です。 

市民自治を進めるためには、まちづくりの担い手である市民、議会、

行政が互いのまちづくりに必要な情報を共有していくことが必要である

ことから、情報共有を原則に挙げています。 

「議会や行政の情報を市民が知ること」や「市民のまちづくりに関す

る情報を議会や行政が知ること」のほか、「市民同士が互いに情報交換で

きていること（地域に無関心でないこと）」が、よりよいまちづくりを進

めるために必要であるということを意味しています。 

第３項は、こどもを育む原則です。  

こどもは自分の発言や行動に対して責任を果たすことは難しく、保護

者をはじめ、地域や学校が育んでいく必要があります。こどもを育むこ

とには、多くの市民が関わるので、市民自治につながる大切な事柄とし

て、こどもを育むことを原則に挙げています。  

こどもの夢を応援し、まち全体でこどもを育むことが、世代を越えた市民のつな

がりを生み、まちを引き継いでいくうえで必要であるということを意味しています。 

（ ま ち づ く り の 基 本 理 念 ）  

第 ４ 条  小 牧 市 民 憲 章 に 掲 げ る 理 想 の ま ち を 実 現 す る た め 、市 民 、議 会 及

び 行 政 は 、信 頼 関 係 を 築 き 、協 力 し な が ら 市 民 自 治 に よ る ま ち づ く り に

取 り 組 む も の と し ま す 。  

（ ま ち づ く り の 基 本 原 則 ）  

第 ５ 条  市 民 、議 会 及 び 行 政 は 、そ れ ぞ れ の 役 割 及 び 責 務 に 基 づ き 、ま ち

づ く り に 参 加 し 、 協 働 に よ る ま ち づ く り に 努 め る も の と し ま す 。  

２  市 民 、議 会 及 び 行 政 は 、ま ち づ く り に 関 す る 情 報 の 共 有 に 努 め る も の

と し ま す 。  

３  市 民 、議 会 及 び 行 政 は 、次 代 を 担 う こ ど も た ち が 夢 と 希 望 を 持 っ て 健

や か に 成 長 で き る よ う 努 め る も の と し ま す 。  
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第３章 まちづくりの担い手 

第１節 市民 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市民自治を進めるに当たっての市民の権利を定めています。 

【解説】 

第１項は、「参加と協働」をまちづくりの基本原則とする前提として、

市民は、一定のルールに沿って、誰もが差別されることなく、まちづく

りに等しく参加できるということを意味しています。 

第２項は、市民がまちづくりに参加するためには、まず情報が必要な

ことから、一定のルールに沿って、市政について知ることができるとい

うことを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市民の権利に伴う責務を定めています。 

市民は、責務を果たしていくに当たり、第４条及び第５条に定めるま

ちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 

【解説】 

第１項は、市民が、子や孫が暮らしていく将来のことを考え、自分で

できる事は自分で、自分でできないことは地域で、地域でできないこと

を行政で、という考え方を持って、まちづくりに取り組んでいくという

姿勢を表しています。（自助とは、一人一人が自分で取り組むこと、共助

とは、地域や身近にいる人同士が一緒に取り組むことをいいます。）  

第２項は、自由で公正な社会の実現のため、一人一人がまちづくりの

担い手としての意識を持って行動すること、また、自由な社会であって

も、一定の規律があり、責任があるということを意味しています。  

 

 

 

（市 民 の権 利 ） 

第 ６ 条  市 民 は 、 ま ち づ く り に 参 加 す る 権 利 が あ り ま す 。  

２  市 民 は 、 市 政 に つ い て 知 る 権 利 が あ り ま す 。  

（市 民 の責 務 ） 

第 ７ 条  市 民 は 、前 章 に 掲 げ る ま ち づ く り の 基 本 理 念 及 び ま ち づ く り の 基

本 原 則 （ 以 下 「 ま ち づ く り の 基 本 理 念 及 び 基 本 原 則 」 と い い ま す 。） に

の っ と り 、自 助 及 び 共 助 に 努 め 、次 世 代 に 暮 ら し や す い ま ち を 引 き 継 い

で い く も の と し ま す 。  

２  市 民 は 、自 由 で 公 正 な 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る と と も に 、公 共 の 利 益 を

尊 重 し 、 自 ら の 発 言 及 び 行 動 に 責 任 を 持 つ も の と し ま す 。  
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第２節 議会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

議会は、責務を果たしていくに当たり、第４条及び第５条に定めるま

ちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 

【解説】 

第１項は、議会の議決が市としての意思決定となる大変重要なことで

あることから、議員間討議を活発化し、議決をするということを意味し

ています。 

第２項は、議会が行政を監視するに当たっては、行政の運営が公正に

行われているか、適切に行われているか、という視点に立つということ

を意味しています。 

第３項は、議会運営がより一層市民に開かれたものになっていくこと、

また、議会は、自らを律しながら常に改善に取り組んでいくことを意味

しています。 

現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「議会報告会と市

民の意見を聴く会」、「市議会への声」、「本会議・委員会の公開」などを

実施し、開かれた議会運営に努めていますが、今後も継続的な改善（改

革）を進めていくことを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

議会が責務を十分果たせるよう、議会の構成員である議員の責務を定

めています。 

【解説】 

議員は、特定の地域や団体の代表という意識ではなく、市全体の代表

であるという意識を強く持って、議会の構成員として様々な機会を捉え

て広く市民の声を聴くとともに、自己啓発をしていく姿勢を表していま

す。  

 

（ 議 会 の 責 務 ）  

第 ８ 条  議 会 は 、ま ち づ く り の 基 本 理 念 及 び 基 本 原 則 に の っ と り 、政 策 を

議 論 し 、責 任 を 持 っ て そ の 権 限 に 属 す る 事 項 を 議 決 し な け れ ば な り ま せ

ん 。  

２  議 会 は 、行 政 が 公 正 か つ 適 切 に 運 営 さ れ る よ う 、行 政 を 監 視 し な け れ

ば な り ま せ ん 。  

３  議 会 は 、市 民 に 開 か れ た 議 会 運 営 を 行 う と と も に 、継 続 的 な 改 善 を 行

い な が ら 、 そ の 役 割 及 び 責 務 を 果 た す も の と し ま す 。  

（議 員 の責 務 ） 

第 ９ 条  議 会 の 議 員 は 、審 議 能 力 及 び 政 策 提 案 能 力 を 高 め 、市 民 の 意 向 を

的 確 に 把 握 し 、 市 政 に 活 か す よ う 活 動 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
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第３節 行政  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

行政は、責務を果たしていくに当たり、第４条及び第５条に定めるま

ちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 

【解説】 

第１項の「市民福祉」とは、高齢者福祉、障がい者福祉、子育て支援

などの福祉に限らず、環境、産業、教育、防災、建設など市民の幸せな

暮らしを支えるあらゆる分野のことを意味しています。 

第２項は、行政が、一つ一つの課題に対応するために機能的で横断的

な組織運営をしていくことを意味しています。 

また、時代の変化に対応できるように継続的な改善（改革）を進めて

いくことを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市長は、市を代表し統轄する執行機関であり、他の執行機関の総合調

整の役割を担うことから、その責任者としての責務を定めています。  

【解説】  

第１項は、市長は市の代表者であり、その大きな権限と責任を強く自

覚しなければならないということを意味しています。市の代表者とは、

小牧市という地方公共団体の代表者ということであり、国や県をはじめ

とする他の自治体との協力や連携についても包含しています。  

第２項は、市長は、市民の代表者としての自覚を持って、市民が何を求めてい

るか、どのような考えを持っているか、など多様な市民ニーズを把握し、よりよ

いまちづくりのために公正で誠実な判断のもと、市政を運営していくということ

を意味しています。現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「タウ

ンミーティング」「市民の声」などを実施していますが、様々な機会を捉えて広

く市民の声を聴くことを継続的に行っていくということを意味しています。  

（ 行 政 の 責 務 ）  

第 １ ０ 条  行 政 は 、ま ち づ く り の 基 本 理 念 及 び 基 本 原 則 に の っ と り 、ま ち

づ く り を 通 じ て 、市 民 福 祉 の 増 進 か つ 健 全 な 社 会 の 発 展 を 図 ら な け れ ば

な り ま せ ん 。  

２  行 政 は 、ま ち づ く り を 進 め る に 当 た っ て は 、機 能 的 な 組 織 体 制 を 整 え 、

組 織 の 横 断 的 な 連 携 を 図 る と と も に 、行 政 運 営 を 継 続 的 に 改 善 し 、時 代

の 変 化 に 柔 軟 に 対 応 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

（市 長 の責 務 ） 

第 １ １ 条  市 長 は 、市 の 代 表 者 と し て 、市 を 統 轄 し 、そ の 権 限 と 責 任 の も

と に ま ち づ く り を 進 め な け れ ば な り ま せ ん 。  

２  市 長 は 、市 民 の 意 向 を 踏 ま え 、市 政 を 公 正 か つ 誠 実 に 運 営 し な け れ ば

な り ま せ ん 。  



 11111111 / 19191919 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

行政が責務を十分果たせるよう、その実務を執り行う職員の責務を定

めています。 

【解説】 

第１項は、職員が自己啓発して、個々の課題解決に取り組んでいける

能力を身につけていくことを意味しています。  

第２項は、市民サービスを提供する際に、職員は市民の視点に立って

真摯に向き合っていくということ、また、特定の地域や団体などに特別

な扱いをしないということを意味しています。  

 

  

（職 員 の責 務 ） 

第 １ ２ 条  行 政 の 職 員 は 、専 門 的 知 識 の 習 得 に 向 け て 研 さ ん し 、課 題 解 決

能 力 を 高 め な け れ ば な り ま せ ん 。  

２  行 政 の 職 員 は 、市 民 の 意 見 を 真 摯 に 受 け 止 め 、知 識 及 び 能 力 を 活 か し

て 、 公 正 か つ 誠 実 に 職 務 を 遂 行 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
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第４章 まちづくりへの参加と協働 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市民自治を進めていくうえで大切な、市民一人一人の意識の持ち方や

姿勢を示しています。 

【解説】 

「まちづくりに関心を持ち」の意味は、市の政治や地域の様々な活動

を他人事とせず、自分事として意識する姿勢を表しています。  

また、「自らの意思で」は、強制ではないことを意味しています。生活

スタイルによって、「少しの時間であれば参加ができる」、「回数は少なく

てもまとまった時間がとれる」などまちづくりへの関わり方は様々です

が、‘できる時に、できる人が、できることをする’という姿勢を表して

います。  

まちづくりへの参加については、市民一人一人が意識するべきことで

すが、特に、これからの高齢化社会を見据えた場合には、地域で培った

知恵や工夫を持ち、経験に基づくノウハウのある「会社勤めに区切りが

ついて時間ができた方」や「年を重ねても元気な方」には、大きな期待

が寄せられています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

地域における自治組織は、区（自治会）、子ども会、老人クラブ、地域

協議会など地縁に基づくエリアを中心とした様々な自治組織をいいます。

いずれも市民が心豊かに安心して暮らせる地域を築いていくために大切

な組織であることを示しています。 

【解説】 

第１項は、地域で暮らす市民が、その活動の意義を理解して協力する

こと、自らの地域の自治組織の活動に参加することの必要性を意味して

います。  

第２項、第３項は、地域の交流が人と人のつながりを築くこと、また、

（まちづくりへの参 加 ） 

第 １ ３ 条  市 民 は 、 ま ち づ く り に 関 心 を 持 ち 、 一 人 一 人 が 自 ら の 意 思 で 、

ま ち づ く り に 参 加 す る も の と し ま す 。  

（ 地 域 に お け る 自 治 組 織 の 活 動 ）  

第 １ ４ 条  市 民 は 、地 域 に お け る 自 治 組 織（ 以 下「 地 域 自 治 組 織 」と い い

ま す 。） の 活 動 の 意 義 を 理 解 し 、 協 力 す る こ と に 努 め る も の と し ま す 。  

２  市 民 は 、地 域 自 治 組 織 の 活 動 を 通 じ て 交 流 を 図 り 、互 い に 理 解 を 深 め 、

信 頼 し 、 支 え 合 い 、 助 け 合 う よ う 努 め る も の と し ま す 。  

３  市 民 は 、地 域 に お け る 生 活 課 題 を 共 有 し 、地 域 自 治 組 織 の 活 動 を 通 じ

て 、 課 題 の 解 決 に 取 り 組 む よ う 努 め る も の と し ま す 。  

４  議 会 及 び 行 政 は 、地 域 自 治 組 織 が 自 律 し 、効 果 的 か つ 継 続 的 に 活 動 で

き る よ う 、 必 要 な 支 援 を 行 う も の と し ま す 。  
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つながりが広がることで、地域に助け合いの風土が徐々にでき、一体感

が生まれ、地域の課題解決力が高まっていくことを段階的に表していま

す。  

第４項は、まちづくりに欠かせない地域における自治組織の活動に、

議会や行政もその意義を理解し、組織の実情に応じた支援をするという

ことを意味しています。地域における自治組織が、継続性を持つために

は、自らの意思や判断にしたがって行動する「自律」した組織であるよ

うにしていくことが重要ということを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市民の公益的活動は、それぞれの目的に基づく、市内における自主的

な活動であり、その活動への理解と活動のあり方を示しています。 

【解説】 

第１項は、ボランティア活動（奉仕の精神に基づいた活動）をはじめ、

※

ＮＰＯ活動（営利を目的とせず、公益のために行う活動）、事業者等が

取り組む地域の貢献活動などを意味しています。それらの活動は、「世の

ため人のため」というものであり、まちづくりに資することであるため、

周囲の人は、そのようなことに取り組む人を理解し応援する気持ちを持

つということを意味しています。 

※ここでいうＮＰＯとは、法人格を持つものに限らず、法人格を持た

ない市民活動団体も含みます。 

第２項は、活動当初に掲げた目的に向かって取り組むことがまちづく

りの大きな力になっていくことを意味しています。 

第３項は、まちづくりの担い手として期待される事業者等の姿勢を表

しています。 

  「事業者等」は、大企業に限らず中小企業や個人事業者、また、医療

法人、学校法人などを含みます。 

第４項は、ボランティア活動やＮＰＯ活動、事業者等の地域貢献活動

が、まちづくりの推進に大切なものであることから、議会や行政もその

意義を理解し、組織が自主的、自発的に活動できるよう活動内容に応じ

た支援をするということを意味しています。 

（ 市 民 の 公 益 的 活 動 ）  

第 １ ５ 条  市 民 は 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 そ の 他 の 市 民 の 公 益 的 活 動 に 関 心 を

持 ち 、市 民 の 公 益 的 活 動 が ま ち づ く り に 役 立 つ こ と を 認 識 す る よ う 努 め

る も の と し ま す 。  

２  市 民 の 公 益 的 活 動 に 取 り 組 む も の は 、そ れ ぞ れ の 特 性 を 活 か し 、専 門

性 を 高 め 、更 に 、そ れ ぞ れ の 活 動 に 自 立 し て 取 り 組 み 、ま ち づ く り の 推

進 力 と な る よ う 努 め る も の と し ま す 。  

３  市 内 で 事 業 を 行 う 個 人 、法 人 又 は 団 体 は 、地 域 の 一 員 と し て 、地 域 に

貢 献 す る 活 動 を 行 う よ う 努 め る も の と し ま す 。  

４  議 会 及 び 行 政 は 、市 民 の 公 益 的 活 動 の 自 主 性 及 び 自 発 性 が 発 揮 さ れ る

よ う 必 要 な 支 援 を 行 う も の と し ま す 。  
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【趣旨】 

協働を推進していくことを示しています。 

【解説】 

第１項は、第１４条に定める地域における自治組織の活動に取り組む

もの（人や組織）と第１５条に定める市民の公益的活動に取り組むもの

（人や組織）の連携が、これからのまちづくりに必要なことであるとい

うことを意味しています。 

第２項は、協働には、市民同士、市民と行政、市民と議会と行政など

多様な形があり、それぞれ、あらゆる協働の可能性を考え、それを推進

することが、まちづくりの力を高めていくということを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】  

持続的な協働のまちづくりを推進していくための人材の発掘と育成の

考え方を示しています。  

【解説】  

まちづくりの担い手を増やしていくために、情報を広く発信すること

で、まずは、まちづくりに率先して行動していただける人を集めていき

ましょうということを意味しています。 

活動や行動を行っていくには、リーダー的存在が必要との声を多く聞

きますが、その責任の重さなどによる負担感から、なかなか為り手がい

ない現状があります。 

このため、リーダーについても「率先して行動する人」をリーダー的

存在と捉え、その人をみんなで支えていくということを意味しています。 

活動や行動の中には、さまざまな場面が想定されますが、まちづくり

に率先して行動していただける人として集まった人たちが、互いに支え

合い、それぞれ得意な分野や活躍できる場面ではリーダーとして、そう

でない場面では、協力者として、ともにまちづくりの担い手として成長

していくことを意味しています。 

 

 

 

 

（ 協 働 の 推 進 ）  

第 １ ６ 条  地 域 自 治 組 織 の 活 動 又 は 市 民 の 公 益 的 活 動 を 行 う も の は 、互 い

に 協 働 す る こ と に 努 め る も の と し ま す 。  

２  市 民 、議 会 及 び 行 政 は 、積 極 的 に 協 働 を 進 め 、ま ち づ く り の 推 進 力 を

高 め て い く も の と し ま す 。  

（ 人 材 の 発 掘 及 び 育 成 ）  

第 １ ７ 条  市 民 、議 会 及 び 行 政 は 、ま ち づ く り の 情 報 を 広 く 発 信 し 、積 極

的 に ま ち づ く り へ の 市 民 の 参 加 の 機 会 を 設 け 、ま ち づ く り に 率 先 し て 行

動 す る 人 材 の 発 掘 及 び 育 成 に 努 め る も の と し ま す 。  
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第５章 市政の運営 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

議会と市長の役割の違いと関係のあり方について定めています。 

【解説】 

住民が選挙で選んだ議員で構成する議会と住民が選挙で選んだ市長は、

それぞれ独立した機関として、緊張関係を保ちながら、議会は第８条に

定める責務を、市長は第１１条に定める責務を、それぞれ果たすという

ことを意味しています。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

議会と市長は、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するという共

通の目的に向かっていくために、長期的な計画を持ち、事業を実施して

いくということを定めています。 

【解説】 

第１項は、市長が、市政運営の指針となる長期的な基本計画を策定す

る際は、市民や議会と調整を図りながら、策定しなければならないとい

うことを意味しています。 

第２項、第３項、第４項は、市長が調製した予算を議会が議決し、そ

れを執行するという流れを表していますが、予算を調製する際には基本

計画を基礎とする、予算を議決する際には議論を尽くす、予算を執行す

る際には適切かつ厳正に行う、ということが重要であることを示してい

ます。 

 

 

（ 議 会 及 び 市 長 ）  

第 １ ８ 条  議 会 は 、議 決 権 を 有 す る 機 関 と し て 、市 長 は 、執 行 権 を 有 す る

機 関 と し て 、そ れ ぞ れ の 役 割 の 違 い を 認 識 し 、互 い の 役 割 を 尊 重 す る と

と も に 、け ん 制 及 び 調 和 の 関 係 を 保 ち な が ら 、自 ら の 責 務 を 十 分 に 果 た

さ な け れ ば な り ま せ ん 。  

（基 本 計 画 及 び 予 算 ）  

第 １ ９ 条  市 長 は 、小 牧 市 民 憲 章 に 掲 げ る 理 想 の ま ち を 実 現 す る た め 、計

画 的 な ま ち づ く り を 推 進 す る 市 政 の 方 針 を 明 ら か に し 、そ の 基 本 と な る

計 画（ 以 下「 基 本 計 画 」と い い ま す 。）を 定 め 、市 民 及 び 議 会 に 説 明 し 、

必 要 に 応 じ て 見 直 す も の と し ま す 。  

２  市 長 は 、予 算 を 議 会 に 提 出 す る に 当 た っ て は 、基 本 計 画 を 基 礎 と し て

調 製 す る も の と し ま す 。  

３  議 会 は 、 議 論 を 尽 く し て 予 算 を 議 決 す る も の と し ま す 。  

４  行 政 は 、議 決 さ れ た 予 算 の 執 行 に 当 た っ て は 、適 切 か つ 厳 正 に 行 う も

の と し ま す 。  
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【趣旨】 

自治体経営の重要な考え方として、健全財政を将来にわたって維持し

ていくという財政運営の姿勢を示しています。 

【解説】 

健全な財政運営を行うに当たっては、中長期的な視点を持つというこ

とが必要であり、その具体例として、３カ年の実施計画の策定がありま

す。 

また、市が行う事業は、利益追求をするものではありませんが、事業

の実施方法や経費の使い方などを工夫して、可能な限り、最少の経費で

最大の効果を挙げるということを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市政を効果的かつ効率的に運営するために、継続的に改善していく姿

勢を示しています。 

【解説】 

事業を行う際には、目的や

※

評価指標などにより、その成果が見えるよ

うにしていくことが重要であるということを表しています。 

※評価指標は、事業の成果や進捗状況などを数値化するなど、わかり

やすくするためのものです。 

市政の改善は、事務事業の改善に限らず、行政活動全体の改善（行政

改革）や議会活動全体の改善（議会改革）を含み、その積み重ねが市政

の改善につながるということを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 市 政 へ の 参 加 ）  

第 ２ ２ 条  市 民 は 、市 政 の 運 営 に 関 し 、計 画 、実 施 及 び 評 価 の 各 段 階 に お

い て 、 積 極 的 に 参 加 す る よ う 努 め る も の と し ま す 。  

２  議 会 及 び 行 政 は 、市 民 の 市 政 へ の 参 加 意 識 の 高 揚 を 図 る た め 、市 政 に

関 す る 内 容 を 公 表 す る と と も に 、 わ か り や す く 説 明 す る も の と し ま す 。 

３  議 会 及 び 行 政 は 、市 民 の 市 政 へ の 参 加 が 促 進 さ れ る よ う 、市 民 が 主 体

的 に 市 政 に 関 わ る 機 会 を 積 極 的 に 設 け る も の と し ま す 。  

（ 財 政 運 営 ）  

第 ２ ０ 条  市 長 は 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る と と も に 、常 に 中 長

期 的 な 視 点 を 持 っ て 健 全 な 財 政 運 営 を 行 う も の と し ま す 。  

（ 市 政 の 改 善 ）  

第 ２ １ 条  議 会 及 び 行 政 は 、市 政 を 効 果 的 か つ 効 率 的 に 運 営 す る た め 、事

業 の 目 的 、評 価 指 標 、決 算 等 に 基 づ き 、市 政 を 適 時 検 証 し 、継 続 的 に 改

善 す る も の と し ま す 。  
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【趣旨】 

「市民の市政参加への姿勢」とそれを促進するための「議会と行政の

姿勢」を示しています。 

【解説】 

第１項は、市政がＰＤＣＡサイクルに沿って行われていることを表しな

がら、その各段階に対して、市民が市政に参加する姿勢を表しています。 

参加の例としては、審議会や実行委員会などの委員として各段階に関

わっていくことをはじめ、アンケートやパブリックコメントで意見を述

べること、ワークショップや各種事業の説明会に参加し意見交換を行う

こと、市民まつり、小牧山美化活動など市政における各種催しや取り組

みに協力することなどがあります。  

第２項は、市政に関する内容の公表や市政の状況をわかりやすく説明する

ということを様々な手法を通じて行っていくということを意味しています。 

例えば、広報こまきやこまき市議会だより、ホームページなどの情報

発信ツールにおいて、市民にとって市政の内容をよりわかりやすく伝え

ていくことのほか、情報発信の方法についても、工夫していくことを意

味しています。現在行っているその具体例として、市議会の本会議や委

員会の公開に合わせたインターネット配信（ライブ中継、録画中継）、ケ

ーブルテレビによる市議会本会議のライブ中継の実施やフェイスブック、

防災メール等による情報発信などがあります。  

第３項は、パブリックコメントや各種審議会委員の公募など従来からあ

る市政参加の機会の提供にとどまらず、常に柔軟な発想で様々な手法を

模索し、新たな市政参加の機会を設けていくことを表しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

市政の運営の透明性を確保するために必要なものである情報の提供と

個人情報の保護について定めています。 

【解説】 

第１項は、市民が市政に関する情報について、情報の提供を求めるこ

とができることを意味しています。 

第２項は、個人情報は、適正に管理され、適切な利用制限のもと利用

されるものであることを意味しています。 

【参考】  

・情報公開に関する詳細の規定は、小牧市情報公開条例に定められています。 

・個人情報の保護に関する詳細の規定は、小牧市個人情報保護条例に定めら  

れています。  

（ 情 報 提 供 及 び 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ２ ３ 条  市 民 は 、市 政 に 関 す る 情 報 に つ い て 、議 会 及 び 行 政 に そ の 提 供

を 求 め る こ と が で き ま す 。  

２  議 会 及 び 行 政 は 、前 項 の 情 報 の 提 供 を 行 う に 当 た っ て は 、そ の 保 有 す

る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 し 、個 人 の 権 利 利 益 が 守 ら れ る よ う 、適 切 に 管

理 し 、 保 護 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
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【趣旨】 

※

住民の意思を直 接市政に反映でき る制度である住民 投票のあり方を

定めています。 

法律に基づいて行われる住民投票と異なり、条例によるものなので、

法的拘束力をもたせることはできませんが、住民の意思を確認すること

のできる大切なものとして定めています。 

本条例では、住民投票の実施が必要な場合には、その都度、投票の実

施に係る必要事項を定める住民投票条例を議会の議決により制定し、実

施することを規定したものです。安易に実施するものではないため、事

案ごとに条例で定めなければならないことを示しています。 

※「住民」という言葉は、第２条で定義した「市民」とは異なり、住所

を有する者を意味します。この解釈については、第２項の投票の資格

要件に関わることであり、その資格要件は、その都度条例に定めるこ

ととしています。 

【解説】 

第１項は、住民投票が議会による間接民主主義を補完する制度ですが、

実施に当たっては、少数意見などの取扱いに慎重さを要し、また多額の

費用もかかるため、住民一人一人の意思を確認する必要に迫られた時の

最終手段として行われるべきものとして、市政に関する重要事項につい

て実施するということを意味しています。 

また、住民投票は、住民、議会、市長のそれぞれが発議できますが、

住民投票に関する事務を実施するという意味から、この条文の主語を「市

長は」としています。 

第２項は、住民投票の実施には十分な議論が必要なことから、住民投

票に必要な事項（住民投票に付すべき事項、投票方法、投票資格、成立

要件など）に関しては、事案が生じる都度、別に条例で定めなければな

らないということを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住 民 投 票 ）  

第 ２ ４ 条  市 長 は 、市 政 に 係 る 重 要 事 項 に つ い て 、広 く 住 民 の 意 思 を 確 認

す る た め 、 住 民 投 票 を 実 施 す る こ と が で き ま す 。  

２  住 民 投 票 に 付 す べ き 事 項 、投 票 の 手 続 、投 票 の 資 格 要 件 そ の 他 の 住 民

投 票 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は 、 そ の 都 度 、 条 例 で 定 め る も の と し ま す 。  
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第６章 検証 

 

 

 

 

【趣旨】 

本条例を実効性のあるものにしていくため検証していくことを示して

います。 

【解説】 

条例の検証、また、条例改正などの必要な措置を行う際には、この条

例の趣旨やこれまでの策定経過を踏まえ、市民参加のもとに行うことを

示しています。 

 

 

附則 

 

 

第 ２ ５ 条  市 長 は 、必 要 に 応 じ て 、市 民 参 加 の も と に 、社 会 情 勢 と こ の 条

例 の 適 合 性 等 の 検 証 を 行 い 、そ の 結 果 に よ り 必 要 な 措 置 を と ら な け れ ば

な り ま せ ん 。  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


